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海岸法及び国が定める基本方針を踏まえ、県沿岸における「海岸の保全に関する基本的な
事項」や「海岸保全施設の整備に関する基本的な事項」等を定めたものであり、４所管（農地、
河川、漁港、港湾）、計428地区海岸における護岸等計画高さ等を位置付けたもの。

広島沿岸海岸保全基本計画とは

『自然にやさしく、くらしを守る、
みんなが楽しいひろしまの海辺づくり』

基本理念

気候変動を踏まえた広島沿岸海岸保全基本計画の変更について
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基本計画の変更等の状況

◆平成14年 広島沿岸海岸保全基本計画を策定
◆平成26年 平成16年の台風16号、18号による高潮被害や平成23年3月11日の東北地方

太平洋沖地震及び津波の発生を踏まえ、高潮防護水準の見直しや地震・津波
に対して適切な対応を講じることを目的として変更

◆令和8年 気候変動の影響を考慮した適切な防護水準を設定し、将来の高潮等に対する
安全を確保することを目的として変更（今回）

基本計画の主な構成

第Ⅰ章 海岸の保全に関する基本的な事項
〇海岸の現況に関する事項
・海岸の概要、自然的特性、社会的特性
・海岸の課題

〇海岸の保全の方向に関する事項
・広島沿岸の長期的な在り方
・海岸の防護に関する事項
・海岸環境の整備及び保全に関する事項
・海岸における公衆の適正な利用に関する
事項
・海岸の保全に関するその他の事項
・広島沿岸の海岸保全の方向性

第Ⅱ章 海岸保全施設の整備に関する
基本的な事項

〇施設整備の方向性
・広島沿岸の地域区分
・整備の方向性

〇施設整備に関する基本的な事項の詳細

第Ⅲ章 今後の取り組み方針
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想定する気候変動のシナリオ及び海岸外力

21世紀末に平均気温が産業革命前（1850～1900年）と比較して2℃程度上昇した気候環
境における海岸外力（海面水位、潮位偏差、波浪（風速））を予測する。

気候変動による外力変化の予測結果

・海面水位：
0.39mの上昇を見込む
・潮位偏差：
0.01～0.07mの増大を見込む
・波浪（風速）：
波浪の算定に用いる風速は
1.0～1.7m/sの増大を見込む

変更の背景

気候変動の影響による海面上昇や台風の大型化等による沿岸部への影響が懸念される中、
国の基本方針において「気候変動の影響による外力の長期変化量を適切に推算し、所要の
安全を適切に確保する防護水準を定めること」とされたことを受け、将来の高潮等に対する安
全を確保するため、気候変動の影響を考慮した護岸等計画高さの見直しを行う。

気候変動を踏まえた基本計画の変更概要

気候変動による外力変化及び護岸等計画高さのイメージ

＜現在の外力＞ ＜将来の外力＞

海岸線の後退

波浪に対する
必要高

高潮による
潮位偏差

朔望平均
満潮位

波浪増大による
必要高上昇

潮位偏差の
増大

海面水位の
上昇

変更計画高

現行計画高

既往最高潮位
（広島港域は伊勢
湾規模、ルース経
路の想定台風か
ら設定）
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主な変更内容

◆ 第Ⅰ章 海岸の保全に関する基本的な事項
・海岸の防護の目標に、気候変動の影響を考慮した高潮等に対して防護する旨を記載
・海岸侵食への対応として、気候変動の影響を注視しつつ、必要に応じて汀線の保全や
回復を図る旨を記載
・海岸の利用に関する施策に、気候変動の影響で海浜等の利用に支障が生じないよう、
施設の適切な維持管理に努める旨を記載

◆ 第Ⅱ章 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
・気候変動の影響を考慮した護岸等計画高さを位置付けるとともに、海岸保全施設の
新設または改良が必要な区間について記載
（広島港域以外の護岸等計画高さは40～70ｃｍの上昇、海岸保全施設の新設または
改良が必要な区間の延長は約490ｋｍ）

◆ 第Ⅲ章 今後の取り組み方針
・気候変動の動向等により、必要に応じて計画の見直しを行う旨を記載

護岸等計画高さの設定方針

【広島港域以外】
既往最高潮位に21世紀末の気候変動を考慮した海面水位及び台風（潮位偏差、波浪）に
よる影響を加えた高さとする。
【広島港域】
現行計画高の方が既往最高潮位に21世紀末の気候変動を考慮した海面水位及び台風
（潮位偏差、波浪）による影響を加えた高さより高いことを踏まえ、今回の変更においては
見直しを行わない。
※広島港域の現行計画高は、日本の他地域に来襲した最大規模の台風（伊勢湾台風規模）が危険な
コース（ルース台風経路）で広島に来襲した場合の想定最高潮位を基に設定


